
仕様書等一覧

　１　仕様書等一覧 1 枚

　２　はじめにお読みください 1 枚

　１　仕様書等の質疑について 1 枚

　２　仕様書等質疑専用FAX送信状 1 枚

　３　別紙【質疑書様式－１】 1 枚

1 表紙 1 枚

2 業務委託特記仕様書 3 枚

3 大阪市営住宅樹木管理業務委託標準仕様書 15 枚

4 住宅リスト 1 枚

5 剪定実施報告書 1 枚

6 剪定履行報告書 1 枚

7 特記仕様書（法令等の遵守ほか） 2 枚

8 再委託に関する特記仕様書 1 枚

9 暴力団等の排除に関する特記仕様書 1 枚

10 特記仕様書（過積載防止対策について） 1 枚

11 委託費総額 1 枚

28 枚

　１　業務の実施にあたっての留意事項 1 枚
　４．　その他

　(契約書に綴られないもの）

　３．　仕様書・補足説明事項

　(契約書に綴られるもの)

合計

梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(⑤地域)

（枚数）

１. 説明

　(契約書に綴られないもの）

　２．　仕様書等の
　　　質疑について

　(契約書に綴られないもの）



受付番号

送信枚数　　　　(送信状を含む） 枚

※注意事項　　　FAXは匿名で受け付ける為、送信元など社名が表示されないよう設定し、送信すること。

仕様書等質疑専用FAX送信状

FAX
送付先：　　大阪市住宅供給公社　住宅管理部　募集センター　 　FAX：　０６－６８８２－７０４１

　電話：　０６－６８８２－７０４５

業務委託名称 梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(⑤地域)



業務委託名称 　　　P.

質疑番号

別紙【質疑書様式－１】

　　受付番号 梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(⑤地域)

質　疑　事　項 回　　　　答



契約書に綴じ込まないこと

大阪市住宅供給公社はじめにお読みください

大阪市住宅供給公社発注業務の「仕様書（電子データ）等」の取り扱い注意事項

（１） 適用範囲

本注意事項は、大阪市住宅供給公社発注の業務発注案件に係る「仕様書（電子デー

タ）等」（以下「仕様書等」という。）について適用します。

（２） 注意事項

（目的外使用の禁止）

 「仕様書等」は、当該業務の入札に際し入札金額の積算に供するものであり、積算

以外の目的での使用を禁止します。

（閲覧ソフトのバージョンと印刷）

「仕様書等」の各ファイルについては、Adobe 社の PDF 形式で提供しておりますが、

閲覧に際しては閲覧ソフトAdobe Acrobat Readerの最新バージョンによる閲覧を行って

ください。（Adobe Acrobat Reader ver11で動作確認しています。） 

PDF リーダーのバージョンによっては、正確な再現、印刷が出来ない場合があります。 

また、「仕様書等」における pdf データの一部は Acrobat の注釈機能を使用して作成

しています。印刷する場合は、「印刷対象」を「文書と注釈」に設定し、必ず文書と注釈

を合わせて印刷してください。

（変更・改ざんの禁止）

PDF ファイルには、内容の変更・改ざんが出来ないように制限を加えております。 

（再配布の制限）

「仕様書等」については、印刷物として JIS A4サイズを基本としており印刷のた

め外部の印刷会社などへ貸与が必要な場合については、電磁的記録媒体（電子的方式、

磁気的方式その他の知覚による認識が出来ないもので、電子計算機による情報処理の用

に用いるもの）による受け渡しを行い、不要となった電磁的記録媒体については返却を

求め、電磁的記録が外部に漏洩することのないように管理を徹底してください。

また、外部業者に見積もりを依頼する場合についても同様に取扱いください。

（ウイルスチェック）

 「仕様書等」の電子データについては、当公社にてウイルスチェックを実施してお

りますが、ダウンロード後に生じたウイルスによる損害については、当局としては一切

の責任はないものとします。



仕様書等の質疑について 

仕様書等について、質疑がある場合には、以下の要領で匿名のFAXにて受付けます。 

１．質疑受付番号の取得 

 大阪市住宅供給公社住宅管理部募集センター計画改修担当（06-6882-7045）に匿名で電話

し、「業務委託名称」と業務委託について質疑があることを連絡した上で、質疑の受付番号を受

け取ってください。 

なお、申し訳ありませんが、この電話は、質疑の専用電話ではありませんのでご留意ください。 

２．質疑書 

質疑については、「質疑書様式」の用紙を使用してください。 

３．質疑書の記入 

 質疑事項は、できるだけ簡潔な文章にまとめて１項目を４行以内とし、番号を付してください。また、

用紙が複数枚にわたる場合には、頁番号も必ず記入してください。 

なお、質問内容に、会社名が判るような記述が入らないよう留意してください。 

４．質疑書の送信 

 質疑書は、業務委託名称と受付番号及び送付枚数のみを記した「仕様書等質疑専用FAX送信

状」を添付し、FAX（06-6882-7041）に送信してください。 

 なお、FAXは匿名にて受け付けるため、送信元など社名が表示されないよう設定して送信してく

ださい。 

５．送信後の確認 

 送信後、大阪市住宅供給公社住宅管理部募集センター計画改修担当（06-6882-7045）に匿名

にて電話し、業務委託名称と受付番号を告げ、FAXの着信を確認してください。この確認の電話

をもって質疑の受け付けとします 

６．質疑書受付日時 

 公告による「仕様書等に対する質問・回答」の項目の「質問締切日時」欄の締切日当日の午前９

時３０分からとします。 





業務委託特記仕様書

1 業務委託名称 梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(⑤地域)

2 梅田住宅管理センター管内

（中央区、此花区、淀川区、港区、西淀川区）

3 履行期間 契約締結日から まで

4 業務概要 　本業務委託は、上記委託場所にある市営住宅敷地内における樹木管理

（高木剪定等・樹木管理台帳整理）を自治会等からの要望により行う。
　ただし、前年度に剪定した高木については除くものとする。

　下記の内容の業務を行うが、経年成長や枯れ、初剪定となる住宅など

諸条件により剪定数量が変わるため、剪定実施報告書に基づき設計変更を行う。

(剪定枝・撤去材については、運搬処分とも)

１） 高木剪定（対象は樹高が３ｍ以上）等

ア）剪定

・ 樹種　　幹周 　～30ｃｍ 355 本

・ 樹種　　幹周　　31ｃｍ～45ｃｍ 480 本

・ 樹種　　幹周　　46ｃｍ～60ｃｍ 465 本

・ 樹種　　幹周　　61ｃｍ～80ｃｍ 540 本

・ 樹種　　幹周　　81ｃｍ～100ｃｍ 265 本

・ 樹種　　幹周　　101ｃｍ～120ｃｍ 150 本

・ 樹種　　幹周　　121ｃｍ～140ｃｍ 85 本

・ 樹種　　幹周　　141ｃｍ～160ｃｍ 45 本

・ 樹種　　幹周　　161ｃｍ～ 20 本

・ 中木 360 本

・ サクラ 75 本

・ 藤棚 305 ㎡

・ 生垣 7,670 ㎡

イ）撤去

・ 撤去　　幹周　　1ｃｍ～30ｃｍ 本

・ 撤去　　幹周　　31ｃｍ～60ｃｍ 本

・ 撤去　　幹周　　61ｃｍ～90ｃｍ 本

・ 撤去　　幹周　　91ｃｍ～120ｃｍ 本

・ 撤去　　幹周　　121ｃｍ～ 本

・ 低木撤去　　H＜50ｃｍ 本

・ 低木撤去　　50ｃｍ≦H＜100ｃｍ 本

・ 低木撤去　　100ｃｍ≦H 本

※ 中木・生垣・藤棚の撤去はそれぞれの幹周に含むものとする。ただし、

３ｍ未満のものはそれぞれの低木撤去に含めるものとする

2

2

委託場所

令和８年１１月３０日

2

1

2

2

1

1



２） 樹木管理台帳整理
委託期間内に実施した高木剪定等について、公社から配布する資料（エクセル

　データ及びCAD（JWW）データ）を修正し、提出する。

・ CAD（JWW）データの修正 87 ファイル

・ エクセルデータの修正 96 ファイル

5 １） 剪定の時期について、別途配布する樹木剪定資料により、前期の剪定分は、
６月～8月に剪定作業を行い、後期の剪定分は、９月～11月中旬に
剪定作業を行う。

２） 毎月末に剪定履行報告書により剪定の実施状況の進捗報告を行う。

また、前・後期の剪定実施後、剪定実施報告書により剪定樹木について報告を

行う。

6 業務内容は、下記の要領により行う。

１： 住宅管理センターからの剪定資料配布及び剪定作業場所の指示（前期・後期・追加分）
２： 作業指示に基づく剪定作業計画（案）の作成

３： 剪定作業計画（案）について、住宅管理センターと協議

４： 作業計画について自治会と協議

５： 剪定作業の実施及び履行報告書の提出（毎月末）

６： 剪定実施報告書の作成及び提出

７： 樹木管理台帳の作成及び修正並びに提出

配布する資料（エクセルデータ及びCAD(JWW）データ）を今年度高木剪定の

実施状況に合わせ修正を行う。

　上記1～6については、住宅管理センターが担当するが、7に関しては、

大阪市住宅供給公社住宅管理部の担当者に提出する。

　また、6については住宅管理センター担当者と住宅管理部の担当者の双方へ提出

する。

7 １） 本特記仕様書及び樹木管理業務委託標準仕様書に基づき実施する。

２） 業務責任者の資格要件
国土交通大臣認定の１級若しくは２級造園施工管理技士の資格を有する者

又は１０年以上の実務経験を有する者。

３） 本業務によって発生する廃棄物の収集、運搬及び処分は、関係法令に基づき

適切に行う。一般廃棄物又は産業廃棄物のいずれの処理方法による場合も、

処理方法は、計量証明書（スケールカード）又は産業廃棄物管理表（マニ

フェスト）の写しを提出することで明らかにする。

8 本業務委託に関する提出書類の提出先は、下記管理センターとする。

梅田住宅管理センター

大阪市北区梅田　1-2-2-700

補修担当　：電話　06-6343-5011　　ＦＡＸ　06-6343-5013

（執務時間は、月曜日から金曜日の午前9時～午後5時30分）

業務内容

業務仕様

書類提出先

業務範囲
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梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務（⑤地域）　対象号館住所一覧
行政区 住宅名 号館 住所 行政区 住宅名 号館 住所
此花区 ⾼⾒ 41 ⼤阪市此花区⾼⾒ 1-5 91 淀川区 ⽊川第４ 3 ⼤阪市淀川区⽊川⻄ 4-4
此花区 ⾼⾒ 43 ⼤阪市此花区⾼⾒ 1-5 92 淀川区 ⽊川第５ 1 ⼤阪市淀川区三国本町 1-8
此花区 ⾼⾒ 44 ⼤阪市此花区⾼⾒ 1-5 93 淀川区 ⽊川東第１ 1 ⼤阪市淀川区⽊川東 3-8
此花区 ⾼⾒ 52 ⼤阪市此花区⾼⾒ 1-4 94 中央区 上町住宅 1 ⼤阪市中央区上町1丁⽬15番1号
此花区 桜島 1 ⼤阪市此花区桜島 3-6-30 95 中央区 上町住宅 2 ⼤阪市中央区上町1丁⽬15番2号
此花区 秀野⻄ 築⼭A ⼤阪市此花区⾣島1-5 96 港区 池島 1 ⼤阪市港区池島3-3
此花区 秀野⻄ 築⼭B ⼤阪市此花区⾣島1-5 97 港区 ⽥中 1〜3 ⼤阪市港区⽥中1-11
此花区 秀野⻄ 2 ⼤阪市此花区⾣島 1-12 98 港区 波除第２ 2 ⼤阪市港区波除4-7
此花区 秀野⻄ 3 ⼤阪市此花区⾣島 1-11 99 港区 波除第２ 4 ⼤阪市港区波除 1-6
此花区 秀野⻄ 4 ⼤阪市此花区⾣島 1-16 100 港区 波除第２ 6 ⼤阪市港区波除 1-6-6
此花区 秀野⻄ 5 ⼤阪市此花区⾣島 1-17 101 港区 ⼋幡屋第３ 1・2 ⼤阪市港区⼋幡屋4-4
此花区 春⽇出 1 ⼤阪市此花区春⽇出北 2-5 102 港区 ⼋幡屋宝町第３ 1 ⼤阪市港区港晴1丁⽬6番
此花区 春⽇出 2 ⼤阪市此花区春⽇出北 2-5 103 0 0 0 0
此花区 春⽇出中 1 ⼤阪市此花区春⽇出中 1-12-20 104 0 0 0 0
此花区 春⽇出南 1 ⼤阪市此花区春⽇出南 2-9 105 0 0 0 0
此花区 春⽇出南 2 ⼤阪市此花区春⽇出南 2-9 106 0 0 0 0
此花区 伝法 2 ⼤阪市此花区伝法1-4-2 107 0 0 0 0
此花区 島屋第２ 1 ⼤阪市此花区島屋2-1-1 108 0 0 0 0
此花区 島屋第２ 2 ⼤阪市此花区島屋2-2-2 109 0 0 0 0
此花区 島屋第２ 3 ⼤阪市此花区島屋2-3-3 110 0 0 0 0
此花区 島屋第２ 4 ⼤阪市此花区島屋2-3-4 111 0 0 0 0
此花区 ⾣島第２ 1 ⼤阪市此花区⾣島3-12-20 112 0 0 0 0
此花区 ⾣島東 2 ⼤阪市此花区⾣島 2-1 113 0 0 0 0
此花区 梅⾹ 1 ⼤阪市此花区梅⾹ 3-2 114 0 0 0 0
此花区 梅⾹ 2 ⼤阪市此花区梅⾹ 3-2 115 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島 1 ⼤阪市⻄淀川区御幣島 6-10 116 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島 2 ⼤阪市⻄淀川区御幣島 6-10 117 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島 3 ⼤阪市⻄淀川区御幣島6-9 118 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島 4 ⼤阪市⻄淀川区御幣島6-9 119 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島 5 ⼤阪市⻄淀川区御幣島 6-8 120 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島 6 ⼤阪市⻄淀川区御幣島 6-7 121 0 0 0 0
⻄淀川区 歌島第２ 1 ⼤阪市⻄淀川区歌島3-6-1 122 0 0 0 0
⻄淀川区 歌島第２ 2 ⼤阪市⻄淀川区歌島3-6-2 123 0 0 0 0
⻄淀川区 歌島第２ 3 ⼤阪市⻄淀川区歌島3-6-3 124 0 0 0 0
⻄淀川区 歌島第２ 4 ⼤阪市⻄淀川区歌島3-2-4 125 0 0 0 0
⻄淀川区 歌島第２ 5 ⼤阪市⻄淀川区歌島3-5-5 126 0 0 0 0
⻄淀川区 歌島第２ 6 ⼤阪市⻄淀川区歌島3-5-6 127 0 0 0 0
⻄淀川区 歌島北 1 ⼤阪市⻄淀川区歌島 4-8 128 0 0 0 0
⻄淀川区 歌島北 2 ⼤阪市⻄淀川区歌島 4-8 129 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島⻄ 1 ⼤阪市⻄淀川区御幣島 4-18 130 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島⻄ 2 ⼤阪市⻄淀川区御幣島 4-18 131 0 0 0 0
⻄淀川区 御幣島東 2 ⼤阪市⻄淀川区御幣島 3-10 132 0 0 0 0
⻄淀川区 出来島 1 ⼤阪市⻄淀川区出来島 3-3 133 0 0 0 0
⻄淀川区 出来島 2 ⼤阪市⻄淀川区出来島 3-3 134 0 0 0 0
⻄淀川区 出来島第２ 1 ⼤阪市⻄淀川区出来島1-3-1 135 0 0 0 0
⻄淀川区 出来島第２ 2 ⼤阪市⻄淀川区出来島1-3-2 136 0 0 0 0
⻄淀川区 ⼤和⽥第１ 1 ⼤阪市⻄淀川区⼤和⽥ 5-3-10 137 0 0 0 0
⻄淀川区 ⼤和⽥第１ 2 ⼤阪市⻄淀川区⼤和⽥ 5 138 0 0 0 0
⻄淀川区 ⼤和⽥第３ 1 ⼤阪市⻄淀川区⼤和⽥2-4-1 139 0 0 0 0
⻄淀川区 中島第３ 1 ⼤阪市⻄淀川区中島 1-12-15 140 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 1 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 141 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 2 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 142 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 3 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 143 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 4 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 144 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 5 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 145 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 6 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 146 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 7 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 147 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 8 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 148 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 9 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 149 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 10 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 150 0 0 0 0
⻄淀川区 佃 11 ⼤阪市⻄淀川区佃 2-2 151 0 0 0 0
⻄淀川区 柏⾥第２ 8 ⼤阪市⻄淀川区柏⾥ 3-1 152 0 0 0 0
⻄淀川区 姫島（ＨＲＣ） 1 ⼤阪市⻄淀川区姫島6-5-20 153 0 0 0 0
淀川区 加島 8 ⼤阪市淀川区加島1-48 154 0 0 0 0
淀川区 加島 10 ⼤阪市淀川区加島1-43 155 0 0 0 0
淀川区 加島 11 ⼤阪市淀川区加島1-47 156 0 0 0 0
淀川区 加島 12 ⼤阪市淀川区加島1-46 157 0 0 0 0
淀川区 加島 13 ⼤阪市淀川区加島 1-45 158 0 0 0 0
淀川区 加島 14 ⼤阪市淀川区加島 1-38 159 0 0 0 0
淀川区 加島中 1 ⼤阪市淀川区加島 1-51 160 0 0 0 0
淀川区 加島中 2 ⼤阪市淀川区加島 1-51 161 0 0 0 0
淀川区 加島中 3 ⼤阪市淀川区加島 1-31 162 0 0 0 0
淀川区 加島南第３ 1 ⼤阪市淀川区加島 1-20 163 0 0 0 0
淀川区 加島南第３ 2 ⼤阪市淀川区加島 1-20 164 0 0 0 0
淀川区 加島南第４ 1 ⼤阪市淀川区加島 1-30 165 0 0 0 0
淀川区 新⾼ 1 ⼤阪市淀川区新⾼ 4-9 166 0 0 0 0
淀川区 新⾼ 2 ⼤阪市淀川区新⾼ 4-11 167 0 0 0 0
淀川区 新⾼ 3 ⼤阪市淀川区新⾼ 4-11 168 0 0 0 0
淀川区 新三国 2 ⼤阪市淀川区⻄宮原 3-12 169 0 0 0 0
淀川区 ⻄中島 1 ⼤阪市淀川区⻄中島 3-11 170 0 0 0 0
淀川区 ⻄中島第2 4 ⼤阪市淀川区⽊川東3丁⽬2番1号 171 0 0 0 0
淀川区 ⽥川北 1 ⼤阪市淀川区⽥川北 1-5-26 172 0 0 0 0
淀川区 東三国 2 ⼤阪市淀川区東三国 3-7 173 0 0 0 0
淀川区 東三国 3 ⼤阪市淀川区東三国 3-9 174 0 0 0 0
淀川区 ⽊川⻄第１ 1 ⼤阪市淀川区⽊川⻄ 3-3 175
淀川区 ⽊川⻄第２ 1 ⼤阪市淀川区⽊川⻄ 3-6 176
淀川区 ⽊川第１ 7 ⼤阪市淀川区三国本町 1-13 177
淀川区 ⽊川第３ 1 ⼤阪市淀川区⻄宮原 1-6-7 178
淀川区 ⽊川第４ 1 ⼤阪市淀川区⽊川⻄ 4-4 179
淀川区 ⽊川第４ 2 ⼤阪市淀川区⽊川⻄ 4-4 180
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梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(⑤地域)

消 費 税 及 び 地 方

消 費 税 相 当 額 　

業務委託費総額        

業務委託価格       

　

　






